
【資料２】
福山市都市マスタープランの概要について



当該都市計画区域について定められる都市計画は、県が定める都市
計画区域マスタープランや、市町村の定める都市計画マスタープランに
即したものでなければならない。

都市計画マスタープランと都市計画の関係
都市マスタープランの概要について

都市計画
決定

都市計画区域マスタープラン
（県が定める）

市町村の総合計画

市町村都市計画マスタープラン
（市町村の都市計画に関する基本的な方針）

（総合計画の策定手続きに関する条例）
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都市計画とは「みなさんにとって便利で暮らしやすい町を造るため、土地の使い方

や建物の建て方についてのルールを決めたり、道路や公園などをつくる位置やその
大きさなどを計画し、その実現を図るものです。」

都市マスタープランの概要について

都市計画とは

１ 都市の範囲を明らかにする
（都市計画区域、区域区分）

２ 都市の中の土地の使い方と建物
の建て方のルールを決める
（用途地域）

３ 都市に必要な施設を定める
（道路、公園、病院など）

４ その他
（区画整理、地区計画など）
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都市マスタープランの概要について

１ 都市の範囲を明らかにする

都市計画区域外

都市計画区域
区域区分
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都市マスタープランの概要について

１ 都市の範囲を明らかにする

市街化区域 市街化調整区域

市街化を促進する区域

・都市計画税がかかる
・下水道の整備が行われる
・比較的地価が高い

市街化を抑制する区域

・原則、建築や開発行為が規制される
・農地転用の許可が必要となる
・市街化区域に比べて地価は安い

区域区分は、道路・公園・下水道などの基盤整備についての公共投資を効率的に

行いつつ、良質な市街地の形成を図る目的で、都市計画区域を市街化区域と市街化
調整区域とに区分するものです。
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都市マスタープランの概要について

２ 都市の中の土地の使い方と建物の建て方のルールを決める

農業と調和した低層住宅の環境を守るための地
域です。住宅に加え、農産物の直売所などが建
てられます。

田園住居地域

住
居
系

商
業
系

工
業
系

国土交通省より

用
途
地
域
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都市マスタープランの概要について

２ 都市の中の土地の使い方と建
物の建て方のルールを決める

工業地

商業地住宅地
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都市マスタープランの概要について

３ 都市に必要な施設を定める

道路

ごみ処理施設

下水道処理施設

病院

公園
都
市
施
設

駅前広場

斎場
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都市マスタープランの概要について

３ 都市に必要な施設を定める

都市計画道路 ・地下室がない

・２階建てまでの建物

・鉄筋コンクリート以外現道

- 8 -



都市マスタープランの概要について

４ その他

伝統的建造物群保存地区

土地区画整理事業市街地再開発事業

地区計画

風致地区
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都市計画法に基づき、県は「都市計画区域マスタープラン」を定める。

「都市計画区域マスタープラン」に即して、「市町村都市計画マスタープ

ラン」や、県及び市が個別の都市計画を定める。

国・県・市の役割分担
都市マスタープランの概要について

都市計画
決定

都市計画区域マスタープラン
（県が定める）

市町村の総合計画

市町村都市計画マスタープラン
（市町村の都市計画に関する基本的な方針）

（総合計画の策定手続きに関する条例）
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都市マスタープランの概要について

福山駅

芦田川

備後圏（福山市）都市計画総括図
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上位計画となる、市の総合計画や県が備後圏域において定める「備後圏域都市計

画マスタープラン」などを踏まえて、都市全体及び地域ごとの将来像や土地利用の方
向、都市整備の基本方針などを示しています。

現行の福山市都市マスタープランの位置づけ
都市マスタープランの概要について

上位計画 備後圏域都市計画マスタープラン
（広島県が定める）

福山市総合計画

福山市都市マスタープラン
（市町村の都市計画に関する基本的な方針）

（福山市総合計画の策定手続きに関する条例）

- 12 -



マスタープランは、都市全体及び地域ごとの将来

像を具体的に示し、地域におけるまちづくりの課題

とそれに対応した整備方針を明らかにするための

ものであり、市民・事業者などと行政が協力し合っ

てまちづくりを進めていく上での指針となります。

本市では、１９９８年（平成１０年）に｢福山市都市

マスタープラン｣を策定し、その後、合併による市

域の拡大等に対応するため、２００８年（平成２０

年）に改定を行いました。

現行の福山市都市マスタープランとは
都市マスタープランの概要について
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〇 福山みらい創造ビジョン

福山市総合計画と総合戦略を、福山みらい創造ビジョンとして一本化。

５つの挑戦による市政への変化を確かな成果につなげるとともに、コロナ時代の新し

い社会を見据えた都市づくりを進めるビジョンとして取りまとめられています。

上位計画の概要と関わり
都市マスタープランの概要について

５つの挑戦

1 福山駅周辺の再生加速とグローバル都市の創造

2 希望の子育てと寛容で健やかな社会の実現

3 人や企業が安心・安全に活躍できる都市環境の構築

4 新たな価値を創出する人材育成と個性光る地域振興

5 歴史・文化とスポーツによる新たな体験価値の創出

（２０２５年度（令和７年度末）改定予定）
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〇 備後圏域都市計画マスタープラン

（都市計画区域の整備、開発及び保全の方針。通称「区域マスタープラン」）

都市計画における最も上位の方針であり、市町村都市計画マスタープランや、県及

び市が決定する個別の都市計画については、都市計画区域マスタープランに即する。

上位計画の概要と関わり
都市マスタープランの概要について

（２０２１年（令和３年）３月改定）

① 都市計画の目標

② 区域区分の決定の有無とその方針

③ 土地利用、都市施設及び市街地

開発事業に関する主要な

都市計画の決定の方針
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都市マスタープランの概要について

現行の福山市都市マスタープランの特徴的な内容について
現行の福山市都市マスタープラン、第３章 将来の都市構造と土地利用の方向の、１将

来の都市構造に「都市拠点集約型の都市構造」を掲げています。

都市拠点集約型 多極ネットワーク型コンパクトシティ

立地適正化計画 P.26福山市都市マスタープラン P.26 - 16 -



都市マスタープランの概要について

現行の福山市都市マスタープランの特徴的な内容について
都市マスタープランでの市街地の集約につい

ては、地域の特性や都市機能の状況に応じて、

日常的な生活機能が集積する「地区拠点」、基

礎的な都市機能が集積する「地域拠点」、より高

次な都市機能の集積・充実を図る「都心地区」ま

で、段階的な都市拠点の形成をめざすことを示

しています。
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２０４５年

（Ｒ２７年）

２０３５年

（Ｒ１７年）

約１０年

２０２５年

（Ｒ７年）

約１０年

都市マスタープランの概要について

目標年次
福山市都市マスタープランの見直し

２００８年

（Ｈ２０年）

約２０年

中期目標年次

長期目標年次
現行都市マス
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